
用 ■t

薬食発 0 224第 1号

平 成 24年 2月 24 日

1-
･⊥
･

二

望

･.,

I

.

･I

局品食薬医省働労生厚
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政 令 市 長

特 別 区 長

地方厚生局長

殿

東 日本 大震 災 の被 害者 の児童福祉 法第 24条 の 3第 4項 の施設 給付

決 定等 につ い て の権 利 利 益 に係 る満 了 日の延 長 に関す る政 令 の一

部 を改正す る政令 (薬 事法令 関係 ) の施行 につ いて

現在 ､東 日本 大震災 の被 害者 の特 定権利利 益 (特 定非 常災 害 の被

害者 の権利利 益 の保 全等 を図 るた めの特別措置 に関す る法 律 (平成

8年法律第 85号｡以 下 ｢法 ｣とい う｡)第 3条第 1項 に規 定す る特

定権利 利益 をい うQ 以 下 同 じO) につ いては､東 日本大震 災 の被 害

者 の児童福祉 法第 24条 の 3第 4項 の施設給付 決定等 につ い て の権

利利 益 に係 る満 了 目の延長 に関す る政 令 (平成 23年 政令 第 274号｡

以下 ｢令｣とい う｡)に基 づ き､平成 24年 2月 29日を限度 と して､

当該特 定権利 利 益 に係 る満 了 目を延 長 す る措置 が講 じ られ てい る

ところであ る｡

今般 ､薬事法 (昭和 35年 法律 第 145号)第 4条第 1項 の薬 局 の

開設 の許 可等 の一定 の事項 につ いては､令 にお け る延 長期 目の翌 日

以 降 におい て も満 了 日の延 長 の措 置 を特 に継 続 して実施 す る必 要

が ある こ とか ら､東 日本 大震 災 の被 害者 の児童福祉 法第 24条 の 3

第 4項 の施 設 給付 決 定 等 につ い て の権利 利 益 に係 る満 了 日の延

に関す る政令 の一部 を改正す る政令 (平成 24年政 令第 39号O以



｢改正政令｣ とい うO別添参照｡) を制定 して令 を改正 し､その期

日を平成 24年 8月 31日まで延長す るこ ととした｡

これ に伴 う薬事 に関す る法令 の運 用 にお ける留意点等 は下記 の

とお りであ るので､御 了知 の上 ､その実施 に遺漏 なきを期 されたい｡

記

第 1 満 了 日の再延長 を行 った行政上 の権利利 益

薬事 に関す る行政上の権利利益 の うち､改正政令 によ り満 了 日の

再延長 を行 った ものは次の とお りで あ るこ と0

1 毒物及び劇物取締法 (昭和 25年法律第 303号)関係

○ 毒物又 は劇物 の製造業若 しくは輸 入業又 は販 売業の登録 (第

4条第 1項)

2 麻薬及び向精神薬 取締法 (昭和 28年法律第 14号) 関係

○ 向精神薬輸入業者 ､向精神薬輸 出業者 ､向精神薬製造製剤業

者 ､向精神薬使用業者 ､向精神 薬卸売業者及び 向精神薬小売業

者 の免許 (第 50条第 1項)

3 薬事法 (昭和 35年法律第 145号)関係

○ 薬局の開設 の許 可 (第 4条第 1項)

○ 医薬 品､医薬部外品､化粧 品又 は医療機器 の製造販 売業 の許

可 (第 12条第 1項)

○ 医薬 品､医薬 部外 品､化粧 品又 は 医療機器 の製造業の許 可

(第 13条第 1項)

○ 医薬 品の販 売業 の許可 (第 24条第 1項)

○ 高度管理 医療機器 又 は特定保 守管 理 医療機器 の販 売業又 は

賃貸業の許可 (第 39粂第 1項)

○ 医療機器 の修理業の許可 (第 40条 の 2第 1項)

第 2 留意事項

1 今般 の改正政令 の制定 に よ り､満 了 目の再延長 を行 った行 政上

の権利利益 は､令 に よ り､満 了 日の延長 の措置 を行 った行政上の

権利利益 の うち､平成 24年 2月 29日の翌 日以後 において も特 に

継 続 して実施す る必要 が あ る と認 め られ る ものに限 られ て い る

こ と｡



2 平成 24年 2月 29日の翌 日以降 において､東 日本大震災 の被害

者 が改正政令 に基 づ く特 定権利利 益 に係 る満 了 日の延 長 措置 を

受 け るためには､当該者 に対 し､その特 定権利利 益につ いて保全

又は回復 を必要 とす る理 由を記載 した書 面 (以下 ｢申請 書 ｣とい

う｡) に よる満 了 日の延 長 の 申 し出を行 わせ る必 要があ るこ と｡

なお､申請書 について は､保 有す る権利利益､特定非 常災害の

被 害者 で ある旨等必要 な事項が記載 され ていれ ば､様式 は問わな

い こ と｡

また､申請書 の記載事項 については､必要 な事項 が簡潔 に記載

され て いれ ば適 当な もの と して受 理す るこ とと して差 し支 えな

い こ と｡

3 改正政令 に基づ く特定権利利益 に係 る満 了 目の延長措 置 は､法

第 3条第 4項 に基づ く特別措置 であるので､東 日本大震災 の発生

前 と同様 に､薬事 に関す る法令 に よ り許 可等 の更新 を行 うことの

で きる者 については､改正政令 に基づ く延長 の措置 を とる ことと

はせず ､薬事 に関す る法令 に よ り許可等 の更新 を行 うこ とD
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東
日
本
大
震
災
の
被
害
者
の
児
童
梱
祉
法
第
二
十
四
条

の
三
第
四
項
の
施
設
給
付
決
定
等
に
つ
い
て
の
権
利
利
益

に
係
る
満
7
日
の
延
長
に
関
す
る
政
令
の
1
部
を
改
正
す

る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
｡

御

名

御

皇

国
事
行
為
臨
時
代
行
名

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

野
EB

佳
彦

政
令
第
三
十
九
号

東
日
本
大
震
災
の
被
害
者
の
児
意
栢
祉
法
第
二
十

四
条
の
三
第
四
項
の
施
設
給
付
決
定
等
に
つ
い
て

の
権
利
利
益
に
係
る
満
7
日
の
延
長
に
関
す
る
政

令
の
l
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
､
特
定
非
常
災
害
の
被
著
者
の
権
利
利
益
の
保

全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
増
価
に
関
す
る
鴇
律

(平
成
八

年
法
律
第
八
十
五
号
)第
三
粂
第
E
I項
の
規
定
に
基
づ
き
､

こ
の
政
令
を
制
定
す
る
｡

東
日
本
大
農
災
の
被
害
者
の
児
重
箱
祉
法
第
二
十
E]条

の
三
第
四
項
の
施
設
給
付
決
定
等
に
つ
い
て
の
権
利
利
益

に
係
る
満
7
日
の
延
長
に
関
す
る
政
令

(平
成
二
十
二
年

政
令
第
二
百
七
十
四
号
)
の
一
郎
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
｡本

則
中

｢平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
九
日
｣
を

｢平
成

二
十
四
年
八
月
三
十

一
日
｣
に
改
め
､
第
三
号
を
削
り
'

第
四
号
を
第
三
号
と
し
､
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
1

号
ず
つ
繰
り
上
げ
'
第
九
号
及
び
第
十
号
を
削
り
'
第
十

一
号
を
第
八
号
と
し
､
第
十
二
号
を
第
九
号
と
し
､
第
十

三
号
を
第
十
号
と
L
t第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
を
削
り
､

第
十
六
号
を
第
十

1
号
と
L
t
第
十
七
号
か
ら
第
二
十
三

号
ま
で
を
五
号
ず
つ
繰
り
上
げ
､
第
二
十
四
号
を
削
り
へ

第
二
十
五
号
を
第
十
九
号
と
し
へ
第
二
十
六
号
を
第
二
十

号
と
し
､
第
二
十
七
号
を
第
二
十

言
ち
と
す
る
o

附

則

(施
行
期
日
)

第

一姦

こ
の
政
令
は
'
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
O
た

だ
し
､
本
則
中
第
三
号
を
削
り
､
第
四
号
を
第
二
号
と

し
､第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
言
ち
ず
つ
繰
り
上
げ
'

第
九
号
及
び
第
十
号
を
削
り
､
第
十

1
号
を
第
八
号
と

L
t
第
十
二
号
を
第
九
号
と
し
､
第
十
三
号
を
第
十
号

と
L
t
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
を
削
り
､
第
十
六
号

を
第
十

1
号
と
し
､
第
十
七
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で

を
五
号
ず
つ
繰
り
上
げ
-
第
二
十
四
号
を
削
り
､
第
二

十
五
号
を
第
十
九
号
と
し
､
第
二
十
｣ハ
号
を
第
二
十
号

と
し
へ
第
二
十
七
号
を
第
二
十
l
号
と
す
る
改
正
規
定

は
'
平
成
二
十
四
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
｡

(健
康
保
険
法
等
の
一
郎
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の

施
行
に
伴
う
関
係
較
令
の
整
理
に
関
す
る
政
令
の
1
部

改
正
)

第
二
集

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一

部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
理
に
関
す
る
政
令

(平
成
二
十
三
年
政
令
第
三
百
七
十
五
号
)
の
1
都
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
｡

(東
日
本
大
農
災
の
被
害
者
の
児
童
福
祉
法
第
二
十

四
条
の
三
第
四
項
の
施
役
給
付
決
定
等
に
つ
い
て
の

権
利
利
益
に
係
る
満
7
日
の
延
長
に
関
す
る
政
令
の

1
部
改
正
)

第
三
集

東
日
本
大
震
災
の
被
等
者
の
児
童
福
祉
法
第

二
十
四
条
の
三
第
g
]項
の
施
設
給
付
決
定
等
に
つ
い

て
の
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
の
延
長
に
関
す
る
政

令

(平
成
二
十
三
年
政
令
第
二
百
七
十
E]号
)
の
1

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

本
則
第
十
五
号
中

｢介
護
保
険
法
｣
を

｢健
康
保

険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(平
成
十
八
年
法

律
第
八
十
三
号
)
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
右
す
る
も
の
と
き
れ

た
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
領

保
険
法
｣
に
改
め
る
｡

(介
碑
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
介
穣
保
険
法

等
の
1
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令

の
整
備
等
及
び
経
過
措
辞
に
関
す
る
政
令
の
1
秒
改

正
)

第
三
魚

介
葎
サ
ー
ビ
ス
の
基
雀
焚
化
の
た
め
の
介
穎
保

険
法
等
の
1
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係

政
令
の
整
備
等
及
び
経
過
措
辞
に
関
す
る
政
令

(平
成

二
十
三
年
政
令
第
三
百
七
十
｣ハ
号
)
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
｡

第
十
七
条
の
次
に
次
の
一
兵
を
加
え
る
｡

(東
日
本
大
腰
災
の
被
害
者
の
児
童
福
祉
法
第
二
十

四
条
の
三
第
四
項
の
施
設
給
付
決
定
等
に
つ
い
て
の

権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
の
延
長
に
関
す
る
政
令
の

一
部
改
正
)

第
十
七
集
の
二

東
日
本
大
震
災
の
被
害
者
の
児
童
福

祉
法
第
二
十
四
条
の
三
第
四
項
の
施
設
給
付
決
定
等

に
つ
い
て
の
権
利
利
益
に
係
る
満
7
日
の
延
長
に
関

す
る
政
令
(平
成
二
十
三
年
政
令
第
二
百
七
十
四
号
)

の
1
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

本
則
第
十
三
号
中

r第
八
粂
第
二
十

1
項
｣を
r第

八
粂
第
二
十
三
項
｣
に
改
め
､本
則
第
十
四
号
中
｢第

八
粂
第
二
十
E
l項
｣
を

r第
八
粂
第
二
十
｣ハ
項
｣
に

改
め
､
本
則
第
十
九
慧

T
｢第
八
粂
第
二
十
五
項
｣

を

｢第
八
粂
第
二
十
七
項
｣
に
改
め
る
｡

(陣
が
い
者
制
度
改
革
推
進
本
部
等
に
お
け
る
検
討
を

踏
ま
え
て
障
害
保
健
福
祉
施
策
を
見
直
す
ま
で
の
間
に

お
い
て
障
害
者
等
の
地
域
生
活
を
支
援
す
る
た
め
の
関

係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政

令
の
整
備
等
及
び
経
過
指
圧
に
関
す
る
政
令
の
1
部
改

正
)

第
円
粂

陣
が
い
者
制
度
改
革
推
進
本
部
等
に
お
け
る
検

討
を
踏
ま
え
て
辞
書
保
健
絹
祉
施
策
を
見
直
す
ま
で
の

間
に
お
い
て
陣
害
者
等
の
地
域
生
活
を
支
援
す
る
た
め

の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関

係
政
令
の
墓
借
等
及
び
穏
過
措
世
に
関
す
る
政
令

(午

成
二
十
四
年
政
令
第
二
十
｣ハ
号
)
の
一
郎
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
｡

第
三
十
四
条
の
次
に
次
の
1
条
を
加
え
る
.

(東
日
本
大
老
災
の
被
等
者
の
児
童
福
祉
法
第
二
十

四
条
の
三
第
四
項
の
施
設
給
付
決
定
等
に
つ
い
て
の

権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
の
延
長
に
関
す
る
政
令
の

一
部
改
正
)

第
三
十
E]集
の
二

東
日
本
大
震
災
の
被
害
者
の
児
童

福
祉
法
第
二
十
E
l条
の
三
第
四
項
の
施
殻
給
付
決
定

等
に
つ
い
て
の
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
の
延
長
に

関
す
る
政
令

(平
成
二
十
三
年
政
令
第
二
百
七
十
四

号
)
の
1
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
Q

腰
名
中

｢児
衰
福
祉
法
第
二
十
四
条
の
三
第
E
l項

の
施
設
給
付
決
定
等
｣
を

｢食
品
衛
生
法
第
五
十
二

条
第
一
項
の
許
可
等
｣
に
改
め
る
.

本
則
第

1
号
を
削
り
'
本
則
中
第
二
号
を
策
l
号

と
L
t
第
三
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
を
l
号
ず
つ
繰

り
上
げ
､
本
則
第
二
十
号
中

｢､
第
三
十
条
第
一
項

又
は
附
則
第
二
十

1
粂
第

1
項
｣
を

｢又
は
第
三
十

条
第
】
項
｣
に
改
め
へ同
号
を
本
則
第
十
九
号
と
し
へ

本
則
第
二
十

1
号
を
本
則
第
二
十
号
と
L
r
本
則
に

次
の
四
号
を
加
え
る
｡

二
十

l

陣
が
い
者
制
度
改
革
推
進
本
部
等
に
お

け

る
検
討
を
踏
ま
え
て
陣
等
保
健
福
祉
施
頻
を
見
直

す
ま
で
の
問
に
お
い
て
障
害
者
等
の
地
域
生
活
を

支
援
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法

律

(平
成
二
十
二
年
法
律
第
七
十

l
号
.
以
下
｢整

備
法
｣
と
い
う
｡)附
則
第
二
十
三
条
第

l
項
の
規

定
に
よ
り
整
備
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
児
童
福
祉
法

(昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十

四
号
｡
以
下

｢新
児
童
碍
祉
法
｣
と
い
う
O)第
二

十

1
条
の
玉
の
五
第
1
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
に

規
定
す
る
適
所
給
付
決
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
､
新
児
童
福
祉
法
第
二
十

一

条
の
五
の
三
第
一
項
又
は
第
二
十

一
条
の
玉
の
四

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
新
児
童
福
祉
法
第
二
十

一

条
の
五
の
五
第
1
項
の
障
害
児
適
所
給
付
巣
等
の

支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
｡
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二
十
二

整
備
法
附
則
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
新
児
童
福
祉
法
第
二
十

一
条
の
五
の
十
三

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
改
み
替
え
て
適
用
す
る
新

児
童
福
祉
法
第
二
十

1
条
の
玉
の
禿
第

1
項
の
規

定
に
よ
る
同
項
に
腰
定
す
る
適
所
給
付
決
定
を
受

け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
'
新
児
童

福
祉
法
第
二
十
一
条
の
玉
の
三
第

1
項
又
は
第
二

十

1
条
の
五
の
四
第

l
項
の
規
定
に
よ
り
新
児
蛮

碍
祉
法
第
二
十

丁
集
の
五
の
五
第

1
項
の
障
害
児

適
所
給
付
巣
等
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
O

二

十

三

整
備
法
附
則
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
新
児
童
福
祉
法
第
二
十

1
条
の
五
の
五
第

】
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
適
所
給
付

決
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
に
よ

り
､
新
児
亜
福
祉
法
第
二
十

1
条
の
天
の
三
第

1

項
又
は
第
二
十

1
灸
の
五
の
四
第

1
項
の
規
定
に

よ
り
新
児
童
福
祉
法
第
二
十

1
条
の
石
の
五
第

一

項
の
障
害
児
適
所
給
付
葺
等
の
支
絵
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
｡

二
十
四

整
備
法
附
則
第
二
十
六
集
の
規
定
に
よ
り

新
児
蓮
褐
祉
法
第
二
十
E
l条
の
三
第
四
項
に
規
定

す
る
入
所
給
付
決
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ

た
こ
と
に
よ
り
へ
新
児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
の

二
第

l
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
障
害
児
入
所
給

付
柴
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
｡

厚
生
労
働
大
臣

小
宮
山

洋
子

内
閣
総
理
大
臣

野
EEl
佳
彦


